
１. 役員の変更等があった時のフロー

Ｎ Ｐ Ｏ法人 大垣市

代表権を有する理事（登記事項証
明書に記載されている役員）に変
更等があった時は、登記が必要

役員（理事及び監事）の

(1)新任、(2)再任、(3)任期満了、

(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、

(7)住所又は居所の異動、

(8)改姓又は改名

Ⅱ 役員の変更等の届出

届出書類は、P.70を
参照

主たる事務所の
所在地での登記
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69

受 理

閲覧書類

・役員名簿（最新
のもの）

登記を怠った場合、20万円以下の
過料に処されることがあります。
（法第80条第１号）


